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ABSTRACT

AfterthemllltaryandpolltlCalcouapseoftheWesternEmplre∴TLatln

unlty”dlSapPearedgraduallylnRomanla，WherellngulStlCfragmentatlOn

hadalreadybeenemerglngandLatlneVOIvedlntORomancelanguagesby

thenlnethcentury TheRomancevarletleSOrGaulwerecalledtheGallo－

RomancelWhlCh was dlVldedlntO tWO malnlanguage groupsIn the

medleValperlOd・thenortherngroupofdlalectswereknOwnasthelangue

dbLland thoseofthesouth werecalled thelanguedbcILwlllbethe

VernaCularoftheIldeFrance，adlalectofthelanguedIoll，WhlCh wlll

becometheFrenehnatlOnallanguage

InFrance・thellngulStlCqueStlOnhasnotbeenonlyaculturallSSuebut

alwaysconslderedasanlmpOrtantaffalrOfstatewhlChconcernsanatlOnal

unltyandstabllltyInthlSpaper，IwllltrytoexamlnethewaylnWhlCha

dlalect becomes the standardlanguageln France and to show how the

FrenchstatehasbeenlnterferlnglnllngulStlCmattCrSSlnCetheslXteenth

CenturytOeXtendandmalntalnltSPOlltlCalpower

はじめに

紀元前5締、カリアはソーサ率いるローマによって征服されるが、カリア南

部地域は紀ノL前12岬蜘こすでにローマの属州としてその支門己卜にあった。カ

リア人は当初ケルト語を使っていたが、徐々に∩らの．う語を捨て支配者の言語
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であるラテン語を採川した。しかし、彼らが日常生活で使うラテン語は古典ラ

テン語とは区別され俗ラテン語αhn U〟gαlreと呼ばれる。ローマ帝国崩填

後（476年）ロマニア各地域の俗ラテン語は統一・的に進化することなく、それ

ぞれ独Hの発展をするようになる。「ラテン語の統　一性」は9L些紀までに消滅

しロマンス語と呼ばれる諸言語に分化する。カリアのロマンス語はイタリア半

島（イタロ・ロマンス語）、イへリア半島（イヘロ・ロマンス語）のそれらと

は区別されカロ・ロマンス語（le gallo－rOman）と呼ばれる。カロ・ロマン

ス語はカリア」ヒ部のオイル語（languedloll）と南部のオック譜（langue d■oc）

に区別され、未来のフランス語となる言語はオイル語の一方呂にすきないイル・

卜・フランスの方云なのである。

本稿ではまず、この方言がどのような過程を経て、桧準語（langue

standard）として形成されていくのかを考察する。

一地域もしくは　一同における標準語の形成過程には様々な形態が見られるが、

フランスにおける標準語の形成は次のような過程を緯た。

1）まず、諸言語および謡方言の中で、一言語もしくは一方言が競合言語

（万古）を押しのけ「威信言語」として選ばれる。

2）次に、その選ばれた言語が規範化される。

3）そして、標準語が制檻化され、全回的範囲で唯一の「威信言語」として

の地付を椎骨する。

木稿では次にフランスにおける言語間過は尊有る文化問題ではなく、国民国

家形成過程で常に旧家的問題と見なされ、現イⅠもなお重要な政治問題であるこ

とを明らかにする。

1　「威信言語」の選択

1．1　ロマンス語と競合する諸言語

ローマ帝国末期フランク族の　郡はローマ苛の展用兵としてライン川東の辺

境防衛に当たっていたが、やがてローマ領l和こ侵入しカリア北部を．l■領した。
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フランク族をはじめとするケルマン民族がカリアを子l朋艮した時、カリア人はす

でにローマ化されており、臼らの∴語であったケルト語を捨てラテン語を話し

ていた。ローマ稚い、】の崩壊後、フランク族のサリー支族から山たクロウィス

（ClovIS）は同じくフランク族に屈するプアリ支族を統合して、481叶にフラン

ク王国を建設しメロウィ／ク朝を興した。その後751勺二にはlnJしくフランク族

の上朝であるカロリンク軌が創設された。カール入荷の時代にフランク国の領

土は大きく拡張し、ヨ一一tコッパにあらたな巨大帝国が山現した。しかし、大帝

が814年に死ぬとその孫達は碩十分割をめくり激しい争いを繰り広げ、その結

果843年のウェルダン条約によりフランク冊匡＝ま三っに分割された。そのうち

の東フランク⊥国とl叫フランク】潮が、それぞれトイソとフランスという近代

ヨ一口ノバ国家の基礎となった。東フランクl司とは異なり、西フランク国では

住民の多くがロマンス語系であった。フランク人達が早くから定住し農業に従

事していたカリ7」ヒ郡では、ロマンス語とケルマン語の併m状況が比較的長く

続いた。定住フランク人はカロ・ロマン人と融合し、徐々にフランク語

（franclque）を捨てロマンス語話者になっていった。カリア北部のフランク人

貴族通に関しては、7日1紀を通じてフランク語とロマンス語を俳用していたか、

フランク語よりロマンス語を王に使うようになったと推測される。そのため、

フランク人貴族達は自分たちの了弟達をフランク語使用地域に送り、母語によ

る教育を受けさせた。多くのフラノク人廿族達がロマンス語を採用したにもか

かわらず、9世紀の西フランク国ではフランク治が依然として／l一命力を持って

おり、l家の言語の地付にあった。l＿家のルーツはケルマン語閥のエソクス・

ラ・シノヤベル（AlX－1a－Chapclle）にあり、ここはカロリンク・ルネッサンス

が花開いたカール人竹のH丑の所存地であった。1旺紀末に西フランクモ同が

崩壊するまで、景教、公的文書なとに川いられるラテン語、1家の言語である

フランク語、そして人多数の人々がU常的に怯うロマ／ス語が川用されていた。

丑打法が確守していたラテン語を除き、フランク語とロマンス語は公的文書

には用いられず市いに競合関係にあった。フランク語は使用人11では極少数の

支配階級の言語であり、ロマンス語は上述のように責朕にも使われていたか、

工に人目の人多数をLl■める披文配階級の．討たであった。フランク語とロマンス
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語の競合関係は、987年にサンリスの聖俗会議においてカロリンクモ朝の正統

な後継者を廃Lて、イル・卜・フランス候ユーグ・カペー（Hugues Capet）

がフランス千に逃出されることにより、後者に優位に消滅していく。ユーク・

カペーはフランク語を解さず、ロマンス語（オイル治）を母語とした最初の⊥

である。ユーク・カペー‾t朝の創始により、カリアではフランク国家が崩壊し

新たにフランス史が始まる。王の言語はもはやゲルマン語の7ラ／ク語ではな

く、ロマンス譜、なかんずくイル・ト・フランスの万言である。

カへ一」湖初期、⊥が支門己する領上は狭く北フランスの　一郎にl揖られていた。

その日下の小には、フラントル爪、プロワ爪、ノルマ／ティー公、アンシュ公

なと口らを十に劣らず有力だと考える貴族達がいた。特に、ノルマ／ティー公

はフランス上位を脅かす勢力であり、ノルマンディーのルーアン、カーンでは

北欧の言語が話されていた。そのため、この言語がフランス語（イル・卜・フ

ランス力丁】）の競合言語として登場する可能件があった。しかしながら、この

非ロマンス語系二語はフランス語の地位を脅かす存在にはならなかった。その

理由として次の事柄を挙げる事ができる。まず、ウァイキンクの／係蓮は、lノ1

らの文明に比へより■封度な文明を築いたラテ／精神に浸透され、やがてフラン

ス語をrIらの言語として採用するようになる。1066年に、ノルマン公ギヨーム

がイギリスを征服する頃、ノルマンディーの宮廷ではもはや北欧譜は使われず、

フランス語（ノルマン方言）が宮廷言語の地位を確立していた。さらに、イキ

リスを占領した後、アンクロ・サクソン系住民にフランス語を公用語として強

宴した。

フラノス国上の潜在的ライハルであったノルマンディー公がフランス語にlnJ

化した結果、Jlロマンス話語はもはや「威信言語」としてのフランス語の地相

を脅かす存在ではなくなった。

1．2　イル・ド・フランスの方言と他のオイル話方富

力リア地域において俗ラテン語がとの時期にロマンス語になったかは定かで

ないが、9世紀には庶民蓮が日常性活で使う言葉かロマンス語であったことは

様々な資料によって疑う余地はない。813年のトゥー′レロ」教会議において、教
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会での説教をラテン語ではなくすへての人が分かる盲．．吾、すなわちゲルマン言吾

（theotlSCallngua）もしくはロマンス語の俗L，た（rusLICaIOmanallngua）

で行うことが決定された。《mutasdcmomellaSqulSqueaPeItetranSferIe

ln ruStlCam Romanamllnguilm Elut ThlOtlSCam quO facllluS CunCtl

posslntlntellegere quae dlCuntur》　■

この頃7ラ／スの北郷では、l順生活において　力］併川（dlglossle）状

況にあった。カロリンク朝の時代、ラテン語は公文書や学校数台なとに用いら

れる「威信□九の機能をもっており、ロマンス語は庶民の話言葉であった。

フランス語の最古の文出ま84釣にノヤ′レル禿頂上とルーウィソヒ・トイツ

下の間で交わされた『ストラスプールの†∃約』Sermp′山de飴αS占oM官であ

る。この文書は、文葦が垢く定巧。文か多いため、との地力の力言で書かれたの

かが定かではなく、それに関していくつかの説があるU9直紀末から11十什紀前

半に口り、様々な地んのん言で宗挽冊生格の「聖人伝」がかかれた。それまで

は宗教はラテン語の独【1－的領域であり、特色地域［語（1angue vernaculalre）

で宗教に関する文．【Fが作成されることはなかった。しかしながら、トゥールの

・司教会議（Conclle de Toum）か、それぞれの地域の住民連の言語による説

教の重要件を公式に認識したことが、ラテン語以外のU語で景教的性格のテキ

ストの糾作を促したと州側される。これらの文井は、異なった特〃地域言語で

書かれているが、このことは、この時期にはまた．1」期標準フランス語が行71‾し

なかったことに起囚する。

初期の北フラ／スのテキストは、イル・ト・プラ／ス地域ではなく、羊にど

カルティーやノルマンティーの地域で作成されている。880年頃サ／タマン

（Salnt－Amand）で書かれた『聖エウラリアの，読nI甫』SdqLtenCe de saLnLe

仇Jαg乙eは、フランス北東部の．‾】貞則′J特徴を示している。『聖レンェk』Vェede

Sαエ花と上古geJ（1000i1月U　の原書や、『ヨナに関する説教』ぶermom S〟rJonαぶ

（950年頃）はワロン地力の人口で．1‡かれた。また、『聖アレクゾウス』Vェede

sαエ花とAJeェlS（104川棚）の粧IFはルーアン地力のん「一言で書かれたと思われる。

111日’紀後半以降、あたらしいンヤンルのテキストが登場する。すなわち武勲

詩と宮廷文′芋である。12冊己にはノルマン地〟の方言湘文学テキストにおいて

－、
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優勢を【Ⅰ－めていた。13世紀には、経済的に繁栄していたビカール地力の方言に

よる文学作品が創作された。しかしピカール地方の諸都市は、13世紀末期には

経済的衰退期に入り、文学的中心としてパリの地位を脅かす存在ではなくなっ

た。

カペ一手朝は当初、千l耳仝十を統治する強い政治・繹済およひ軍事権力の基

盤を持たなかった。そのため土権が実質的に行使された地域は、イル・卜・フ

ランスを中心とする⊥領に限定されていた。それにもかかわらず、カペー土家

は他の地力貴族達に比へ、決定的に優位な立場にあった。カペー上朝は教会と

相互依行の関係にあり、教会の支持をほていた。当時、教会は全十に強同な基

盤をもつ唯　の安定した勢力であり、経済的にも最大の勢力であった。当時の

交易は工に大修道院によって組織されており、それらの修道院は上によって保

護されていた。1：はサン・トこぶα乃トかenは、サン・マルタン5αmL九九r亡肌、

サ／シ∵ェルマン・テ・プレ5α上れと－GermαmS－des－Prわなとの修道院の名目上

の院長であった。また、それまでの⊥朝とは異なり、カペー⊥朝はパリを首都

と定めそこに屑を構えた。肖都には［の宮廷はかりではなく法廷もあり、やが

てソルポンヌ入学（1250）が設＼上される。このように、121tl紀末ないし13lU紀

初頭以降、国土による集権化が開始され、カペー王朝の権力が鹿まるにつれて、

オイル語の請地方は政治的中心であるパリに次筒に服従するようになった。バ

リは知的および文化的中心となり、そこでは共通の言語が練り上げられていっ

た。

13t世紀にはパリの言葉が他のオイル語諸方言に対して、徐々に「威信言語」

の地位を【lTめるようになる。1254年以降、フランス語（すなわちパリの言葉）

が王の人法官府の公文書に用いられる。パリの吉葉が一相の標準語と見なされ

ていたことをホすいくつかの例が伝わっている。マン山身の無名の詩人が、パ

リ／t二まれではないので自分の言葉が「惨めで、耳障りで粗野」であると嘆いて

いる。ビカルティー出身の詩人フィリップ・ト・ボpマノワpル（PhlllPPe

de Beaumanolr）は、彼の物語『i／ヤンとフロント』（1275年）で女主人公が

話す言葉について述へながら、サン・トニ（パリ地力）／卜まれの人のフランス

語が良いものと示唆している。イル・卜・フラノス地方の方Hはフランス語と
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同義語となり、他のオイル語万1と区別されるようになった。

14世紀末までに、多くのオイル語地域でフランス語が公文書に用いられるよ

うになった。151【L紀後半には、フランス語の膨轡範囲恨中央山岳地昔の東西へ

ゆっくり拡張していった。イル・卜・フランスの力．「は他のオイル語〟言を押

しのけて、名実共に「威信言乱lとなった。

1．3　オイル語とオック語の競合関係

カロ・ロマンス語は、カリア北都のオイル語と南部のオノク謝こ分類される。

カリア南部は北部に比へいち早くローマに編入され、ローマ化かより進んでい

た。一方、北部は早くからフランク族なとのケルマン族の浸透が苫しかったた

め、オイル語はオソク語より多くケルマノ語の影響を受けている。ユーク・カ

ペーの窪位以来、オノク語が話される向フランス地域は数1明己に白り、」ヒフラ

ンスの支配下に組み入れられることなく独白に発展していった。

オノク語による最古の文割は1日町妃前後のものと推測される『ホェチウス』

β0～ceprOUe几∈α～という文‘ツー作【‘－ノーである。オイル語で讃かれた最．Ⅰ】▲の文学作品

『聖エウラリアの読詣』に比へ約1L廷紀遅い出現である。このことは、オック語

が言葉として成、ナしたのが、オイル語に比へ100年遅れたということを意味す

るわけではない。オック語による文学は、当初から万言的差違がそれほと大き

くはなく、槙準語化の動きが比較的早くから起こっていた。南仏の吟遊詩人、

トゥルハドゥール達は、（rroubαdourg）それぞれ異なったオック語の方言を

話すにもかかわらず、彼らか文学で用いる言葉には大きな違いが見られなかっ

た。11世紀後、l′にはオック語が文学はかりではなく、行政分野においても頻繁

に用いられるようになった。1034年にはホァ仙領Je comと占deF0とよで、そし

て1053印にはナルボンヌで、オソク語が数多くのわ、的文吾で使用されるよう

になった。これらの事実から、南仏には11しけ紀の末、オソク治の様々な方言講

和ことっての一和の「コイーネ」がんイlL、．lrき言葉における統　他が極めて

高かった事が判明する。12日l紀頃から、オソク語はトゥルハトゥ・－ル文学の言

語として、北フランスの宮廷瓜恋愛文′、f’に人きな影轡を与えた。しかし、13Lq

紀からイル・ト・フラ／スの万旨か南仏に浸透するようになる。それは、すで
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に12世紀末壇から本格的に始まったフランス国千による集権化と深く関わって

いる。この頃、古代東方のマニ教の影響を受けたアルビショワ派の勢力が、南

フランス諾候の支持を得てアルヒ、トゥルースを中心に広まっていた。フラン

ス】は南フランスにおける円らの支配権を確立するため、数日インノケンティ

ウス3しけの要請に基っき、アルヒの宗教異端に対しアルビジョワ　巨下軍

croェSαde degdJ玩geoェ5（1209叶）を組織した。トゥルース伯率いる繭フラン

ス軍は、1213年ミューレの戦い（la bata111e de Muret）で惨敗を喫し、北部

の権力に屈した南フランスは1271年に王領として併合された。その結果、南北

フランスの統一一が促進される。画フランスでは、話言葉には依然としてオック

語が使われたが、書き言柴に関してはイル・ド・フランス方呂の優位が確立さ

れた。オソク語は15世紀から衰退期に入り、オイル語との競合関係において完

全に「敗北．したといえる。これにより、イル・卜・フランス方言は、他の競

合言語（方言）を押しのけ、フランスにおける標準言語としての地位を確立す

るようになる。

2　フランス語の規範化と標準語化

2．1　「ヴィレール・コトレの勅令」、ラテン語からフランス語へ

16Ll上紀までに、フランス語は北部では文学表現の手段として用いられる唯一

の言語になり、南部においてもフランス語による文学が頻繁に行われるように

なった。

フランス語は競合する諸言語（方言）に対して俊位な地位を確立したにもか

かわらず、地方では公文割こうテン語や特白地域言語が依然として使用されて

いた。小Lll以来、ラテン語はツ問のための「威信言言吾」とみなされており、フ

ランス語は工に民衆教化のための作占占に川いられていた。フランス語がラテン

語を押しのけ、国の唯　の公式言語としての地付を確守するには、1539年の

「ウィレール・コトレの勅令」Ordom乃αmCe de V乙ger5－Co己erむ5を持たねは

ならなかった。上述のように学術用語は長い間ラテン語であったが、14世紀に
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入り様々な分野の‘刊閏（院一一才、数学、人文学、物理なと）を、ラテン語ではな

くフランス語で論じる傾向が次第に著しくなった。1314年には、外科学の概説

葺がフランス語に鮎／ほれ、倫理芋の概説書なとも次第にフランス語で刊行さ

れるようになった。また、り購」や神学においてはラテノ語が支配的であったが、

教会での説教はフランス語で子了われた。】引U紀には、印刷技術の飛躍的な発展

に伴い山版が活発になり、それまでラテン語の領域であった数学、天文学、化

学、物理なとにl粟する著作が、フランス語で数多く刊fiされるようになった。

このように、ラテン語の支配分野に少しずっ進Jlけるにつれ、フランス語が唯

一の公川語となる条件か成熟していった。

王権の及ぶ領土が拡張するにつれ、北部においては、13日」紀頃から次第に公

的文吉の∩語として、ラテン語ではなくフランス。吾かイ山目されるようになった。

一方、地方においては、ラテン語や特色地域言語が依然として公的文書に好ん

で用いられていた。白年戦争（1337－1453）の勃発はフランス】権の拡張に大

きな痛手となったが、ン′ヤルル7L吐治卜において、フランスは口僚制の懲備、

財政的改革、常備軍の創設なとを断行し、IRは統一を苫しく促進させた。さら

に、王権を確立するために、■郭僅職君選挙制を復活させ教会に対するL■三はの

介入を可能にし、⊥国内での教会の権限を制限した。そればかりではなく、ロー

マ法廷への訴訟を制限し、Hl▲の承認のない教皇文書の布告を禁」1二した。次の

ルイl川十の時代には、アバナーンユ（王室組版封）であったフルコ一二ュ公紙

を始め、アルトワ伯領、フランソユ・コンテ、7／ソユー、メーヌ、プロウァ

ンスなどが上紙に併合され、プラ／ス囚⊥が統　されたくj　しかしながら、十回

はいまだに　つの法制で統一－されてはおらず、」ヒ邦の慣習法と南部のローマ法

地域に分かれていて、南部においても実際は慣習法が局地的にもイ1していた。

王国全域でl権の行使を徹底するためには、このような扶祝を打関する必要か

あり、151明己末から16日l紀初動こかけて汽地力の慣習法の編纂と成文化が行わ

れた。1▲の言言吉であるフランス語は、王権行使のための重要な手段であった。

そのため、丁は地力的慣習法がフランス語で編纂されることを強く望んだが、

地方（特に南フラノス）の住民感情を考慮する必・蓑があった。

1490年、ンヤルル8tUは、ムーランの勅令Ordonnα花Ce5de几九u加古を発
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し、ラングトソクの法廷での証言がフランス語もしくはこの他〟の母語で行わ

れ、かつ作成されるように命じた。トゥルース、ボルト一、グルノープルなと

の侵、延は、この頃すでにフランス語で法的文書を編纂し始めていたが、それは

上級帯の判決にIi昆られていた。1510叶、ルイ12世は刑事訴訟を俗語（フランス

語）もしくは地方の母語で行うよう命じた。1535年、フランソワl岬は「イ・

ノエール・ティーユの勅令」Or（ねmmα托CeS d先－SUr一m鮎を発し、すへての刑

事訴訟をフランス語もしくは地方の母語で行うよう命じている。これらの　一過

の勅令により、法廷からラテン語が排除されるようになったが、特有地域言語

の使用は認められたままであった。フランス語が司法行政の唯　一の公用語にな

るのは、フランソワ日什が1539年8月15日、ウィレール・コトレで発した勅令に

よってである。この勅令は司法右政の改革を目指しており、その111条は‖］法

関係証明．与や記録をすへてフランス語で行うよう命じている。∠■「ヴィレール・

コトレの勅令」は速やかに実施され、1550年頃までにはオノク語地域である向

フランスにおいても、すへての公文書が特有地域言語ではなく、フランス語で

作成されるようになった。16世紀中葉、フランス語、すなわち上の言語は、名

実共に上国の唯　の公用語の地位を確立した。

フランス語はラテン語を押しのけ王国の公用語になったが、神学、l矢′、芦、寸巧

一ツナ、はツなとの領域ではラテン語との競合関係が続いた。それまでラテン語た

けが用いられていた領域において、フランス語使用を断凶主張したのはテユ・

へレー（Du Bellay）である。彼は著作『フランス語の擁謹と額揚』か正極耶e

e日加Sけαわ0几deJαgαngue♪α几C町Se（1549年）において、占典の模倣に

より俗語であるフランス語をラテン語に匹敵する言語にすれば、フランス語が

扱えない＝題はないとト張した。

1536勺にハーセルにおいてラテン語で出版されたカルヴァンの『キリスト教

教程』九Sと血わ0几deわRe物ェ0れCゐreSとはmeが、彼自身によってフランス

語に翻訳され1541年にンユネーヴで出版された。フランス語は宗教分野におい

ても次第にラテン語と肩を亜べる言語になっていった。16世紀後半には、宮廷

付外科医であったアンプロワース・パレ（AmbroISe Par占）がフランス語で

医学Hを発表した。さらに、テカルトが1637年に『方法叙説』か乙ぶCOUrS de gα
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m占班odeをフランス語で封、ている。教育はラテン語で子jわれ、ソルポンヌ

入学は教会とならひ頑なにラテン語を擁護し続けた。しかし、コレーノェ．卜．

フランスCoJJ占gedeFrαmCeでは、ビェール・卜・ラメールの講義がラテン語

はかりでなくフランス語でも行なわれた。このように、フランス語はすへての

学問領域に浸透していき、「威信言語」としての地位をさらに確固たるものと

した。

2・2　アカデミー・フランセーズの創設、フランス語の規範化へ

い、l家の公式言語となったフランス語は、文法家運によって次制こ規軋化の方

向へ温かれていく。一腰的に、言語の規線化は辞膏の編纂、文法の成文化なと

と幣接に関連している。フランス語は文法の成文化と辞吾の編纂に関しては、

他のロマンス語（スペイン語、イタリア語）に遅れをとった。

1柏紀初伽から、様々なフランス語の文浸、吉が出版されたが、それらは英語

もしくはラテン語によるものであった。11500年に刊行されたルイ・メクレ

（LoulSMelgret）の『フランス語文法概論』エe reと昆deαgrαm〝lere

♪αmgOegeは、フランス語で吾かれた本格的な文法遇である。また、フランス

語の語彙編纂が誕1するのは、ロヘール・エティエンヌ（Robert Etl。nne）

による『仏羅梓川』助Cわ0mmαlre♪・α彗0ば－ねとェ乃（1539咋）である。文法．雪の

出現とはは同時期に、それまで條定していなかった止一書法の改市の動きが現れ

る0これは印刷術の発達に伴い、より厳密で確定した止書法が必要となった、■1

時の言語酎情を反映している。

17世紀に入り、［語の統制と規範化が強まって子Jくが、1635咋に宰相リン∵ユ

リュウー（RIChelleu）によって創設されたアカテミ一．フランセース

Acαd如1ほ〝αmαぶeがその役割を担うことになる。リンユリュウーがアカテ

ミーを創設したのは、∴語的必要性からはかりではなく、特に政治的必要性か

らである0つまり、言語的視点では、コミュニケーノヨンの発展を容易にする

ため、言語の機能を舐めかっ規格化する必要があった。　方、リンユリュウー

はフランス語をヨ一口ノハで蚊も権威のある「占吾にすることを望んでいたと思

われるDそれは、■1時フランスのエリート連が、∩語に関してイタリアに　一相の

127　－



プラ／スにおける標準語形成過程と言語政策に俣ける一考察（金）

劣等感を抱いていた事情と関連する。イタリアでは1582年に、フィレンツェで

「クルスカ会」Accαdemはde～JαCrUSCαというアカデミーが創設され、言語

の「純化」がいち早く進められていた。16世紀、イタリア語はヨ一口ソパで件

戒のある言語と見なされ、イタリア文化が芸術、文学を媒介にしてヨ一口ノバ

糾蜘こ広まっていた｛）フランスのエリート達にとって、言語問題は甲に文化的

問題ではなく、国の威信にかかわる極めて政治的な問題でもあった。

言語の「純化＿」の動きはアカデミー創設以前にすでに始まっており、その■l■

心人物は宮廷詩人マレルフ（Malherbe）である。彼は文法家ではなくまとまっ

た文は．lfをかかず、詩の言語と技法に関する自らの教義を適してフランス日吉の

統制と純化について述べている。その内客は、1）外国語、【IT代講、方言から

の借用を良くないものと決めっけ、2）新語（抱合語、派隼語、形容詞の名詞

化）、技術用語、「卜占占な語彙」を禁止し、3）実詞を冠詞と規則的に使用し、

また主語代名詞を動詞と規則的に使用すること、などである。

7カテミ一・フランセースの使命は、50条からなる規約によって定められて

いる。規約26条はその主要R的をフランス語に確固たる規範（regles

certalnS）を′J一え、それを純化しかっ雄弁的な（doquent）ものにし、すへて

の芸術・学問を論ずることができるようなものにすると定めている。さらに、

辞許、文法書、詩学、修辞学なとを作成することがアカデミーに任務として謀

せられた。

アカデミーで巾心的役割を果たすのはヴォージュラ（Vaugelas）である。

彼は老作『フランス語に関する覚え書き』月emαrqueS Sur　α　α几糾e

両町0エSe（1647年）において、「憤用」について述べながら慣用には「良い旧

111」と「悪い慣川」があると主張した。ウォーンユラによると、「悪い憤川」

とは大多数の庶民達のそれで、「良い慣用」とは、論告熟こl果しては「宮廷の

最も健全な部分」αpuS Sαmepαr托e de　αCourのそれであり、書き二葉

については「現代の作家の最も健全な部分」α〆が　ぶαne pαrわe des

Au血〟rSdeCeとempSの借用である。、ヴォーソユうは「捌凧より「伯用」

を重んじる。そのため、彼は．仲仕」と「慣用」の両石が対立する場合、後名

を選択することを勧める。彼のこのようなT張は、彼が論理性を重んじる文法
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には関心がなく、実践の中で響きの良い美い、言葉を仲山ようとしたことに

山来している。ウォー一二ノユラの権威はf」語に関して絶対的なものであった。彼

は当時の7カテミ一・フランセース右象徴する人物であり、そのアカデミーは

単なる文‘7サロンではなく旧家的機関であった。そのため当峠のェリートにとっ

て、言語問題は甲有る文化的問題ではなく、貴族社会における「すらの地位向上

のために必要不口J欠な政治的閃題であった〇二■1時の竹家達と言えとも例外では

なく、やはりアカテミーの権威に屈せざるを得なかった。コル不イユは彼の戯

曲『ル・ノット』⊥eC最がアカテミ一によって非難を一受けるや・・、サォーソユ

ラの教義に従い作品を＃き出さなければならなかった0ウォーーソユラは1650年

に亡くなるか、彼の教義はその後メナージュ（M占nage）とフウール

（Bouhours）に受け継がれフランス語にJ影響を弓え続けた。

2・3　「慣用」から「理性」、「明晰」と「普遍性」の時代へ

166岬、『一般的・押冊J文浸、GrαmmαrPgれrαke r“50mm由か、ア

ルノ‾（Arnauld）とランスロ（Lancelot）の共著とLて出版される。これは

艇に『ポール・ロワヤルの文法』GrαmmαエredePorと一月叩Jと咋ほれてい

るロこの文法L17の刊行により、フランス日射ま「慣川」から「脚押＿」へと次制こ

進む方向を変えていく。つまり、言語のありム（文法や占葉使い）は、宮廷の

教養ある人々やサロンの・「慣川」を基準にするのではなく、論軌こ基っかなけ

ればならないというl弧が勢力を持ちたした。ヴォーンユラの権威は17世紀末

まで保たれるが、ルイ川日が逝去した後宮廷の求心力が弱まり、啓蒙の時代の

到来と共に、「慣用」はl理性」にとって代わられる。＝帥十紀、科学技祢∫の発

展と古的フルソヨアシノ一一の粕漬力の発展に†、F′い、言語の舶附ヒかそれまでの胃

延という狭い穐凶ではなく、より広い空問に適応したものになる必要があった。

17十什紀の終わりまでに、語最の脚酎ヒと肘定化が行われた。169畔に『アカテ

ミ一・フランセー∵スの辞典』劫cf乙0mα汀edeJAcαdきmェe伽叩ヱSeが伸こ出

るが、この膵書は「良い慣用」に従い編纂されており、専門技術川日吉が除外さ

れ文学関連の語最たけか収録されている。『アカテミー辞典』以前に、これに

競合する二っの辞典かすでに出版されていた。つはリソユレ（Rl。h。1。t）に

－129－



プラ／スにおける標準語形成過程と舌．語政策に関する　一考察（企）

よって編纂された『フランス語辞典』かZC加nnαるre両町α乙Sである。この辞

典は約25000の語彙を収録しており、1680年にジュネーウで印刷されフランス

国内にJl合法的に持ち込まれ普及した。もう一つは7カテミー会員であったフユ

ルナエール（F。rtlさre）が編纂したものであった。アカデミーはこの辞典の出

版に反対し7ユルチエールをアカテミーから除名した。辞典は彼の死後2年たっ

た1690年にアムステルタムで印刷出版された。この辞典には『アカテミー辞典』

ではタ7－とされた科学技術用語などが多く収録されており、その語最数は約

ノ1ノバこ及んだ。18世紀に入ると、フランスでも科学技術用語なとの専門用語を

収録した辞典がFli版されるようになる。数版を重ねた『トレグー辞棋』

（1704－1711）かェCとエ0m“re de rr由ノ0mやデイトロの『百科全苔』EnqCJ叩きd乙e

なとである。また、それまで規制されていた新語、倍用語、地方語なとがフラ

ンス語に導入されるようになる。

論理、押性、明晰の名において、フランス語の標準語化がさらに進むが、そ

れは威信のある作家の言言出こ準拠したものであった。つまり、それまでの宮廷

の教養のある人々の慣用が、威信のある作家の語法に取りかえられたのである。

しかし、庶民のフランス語は「jtLくないフランス語」で、支配階級の言語の

みが「正い、フランス語」であるとの言語思想は依然として生き続けている。

フランス語の規格化と槙準化が進むに伴い、フランス語は小1日のラテン語に

匹敵する威信を持った言語であるという誇りが′1二まれてくる。そのことは、17

世紀後半から、フランス語がラテン語に代わり、次第に外交語としての地位を

．1，めるようになることと密接に関連している。ルイ14世の統治期に、フランス

語は徐々に外交語と見なされ始め、国家間条約の作成の予備交渉で用いられ

た。7－外交語としての地位を確、tするのは、】714年にルイ14世とカール6日の

間で交わされたラシュタット条約以降である。フランス語の外交語としての地

付はその後、1919年のウェルサイユ条約の締結まで続くことになる。

181日紀にはロシアをはじめとするヨーロッパの貴族達が、力いのコミュニケ‾

ンヨンのためにこぞってフランス語を用い、そのような風潮は知識人の間にも

拡かっていった。フランス語は論理的で、理件、明晰において他のとの言語よ

り優れた言語であるということは、当時のヨ一口ノバにおいて共通の認識であっ
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たロそのことは、1782年にヘルリン・アカデミーが『何がフランス語を普遍的

たらしめたのか』Qu－2月LCeqUZαre乃血Jα～α柳e直れ押SeUm乙UerSe肘

というt題で懸賞論文を募集したことに端的に現れている。懸紬こ応募した21

編の論文のうち、プロノア大学教授シュウォノブとリウァロールの2編が最終

審査に残り賞金とメダルを分かちあった。特にリヴァロールの論文『フランス

語の普遍性に関する論』か乙SCOurSSUr′・“乃乙UerSα如きdegα′α脚2両叩乙ge

は、フランス語の「明晰」と「普遍性」を「根拠」つけるのに大いに白献した。

彼は論文の申で「明晰でないものはフランス語ではないjとフランス語を称賛

すると「司時に、その競合言語を「明晰でないものは英語であり、イタ・け語で

あり、ギリノア語であり、ラテン語である」と決めっけた。、

リウァロールの論又により、当時ヨーロッパで広くィ．iじられていたフラノス

語は明晰で普遍的な言語であるという「神話」がさらに確固たるものとなった。

3　フランス大革命、共和国の言語政策

3・1ジャコバン主義言語政策、言語的連邦制から言語的統一へ

18世紀末に、フランス語の制度化において特記すへき出来啓が起きた。それ

はパリから始まり瞬く問に地んに波及したフランス軒命である。「ヴィレール．

コトレの勅令」は、ラテン語を排除しフランス語を唯　の公用語としたが、フ

ランス語による「言酬勺統一が才」われることはなかったrj

17し吐紀末からフラノス革命までの問に、フラノスは周辺地域の領土を獲得し、

それに伴いフランス語の使川地域が拡張していった。フランドル地力とアルザ

ス地んが1684年と1685叶に、そしてルノオン地方、ケルマン語圏ロレーヌ地力、

コルシカがそれぞれ1700叶、1748叶、】768叶に、勅令によりフランス語公用語

地域に編入された。このことは、そこに什むすへての人々がフランス語を記す

ということを意味せず、それらの地域でフランス語が唯一の公用語になったに

すきない018Hl紀末、フランス語の規格化がはは完成したが、都市部以外では

依然としてフランス語の浸透が弱く、雨フラノスやアルザス、フルターニュな
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フラノスにおける標準語形成過程と言語政策に関する　考察（会）

とでは日常／卜活が地域言語で行われていた。

フランス革命以前のアンンヤン・レジームトでは国民は政治から疎外されて

おり、国民レウェルでの言語の紋　は、国の統治のために絶対的に必要なもの

とはみなされてはいなかった。そのため、言語問題は長い間、司法、子j政にた

ずさわる支配階級にかかわる問題であり、人多数の庶民の関心事ではなかった。

当初、革命政肘は地方の諸言語に比較的貴大な政策を採用していた。シロ／

ト勘ま地力行政においては、特有地域言語を認める政策を採用した。プラ／ス

革命は地力の人々の支持を必柴としていたので、かれらに革命の理想と革命政

府の政策を理解させることは、革命の運命を左右する重要な政治問題であった。

1790年1月ハイユール（Ballleul）選出の代議十フシェット（Bouchette）は公

文書を特有地域言語に訳すことを提案する。1792咋1川、国民議会政令を翻訳

することに至引耶‾るダンツェル報告月叩pOr亡deかe几亡ZeJがあり、1793年6月

20日、⊥言己の提案を受け入れる決定が公安委員会Com乙亡きde sα加p㍑bJ乙Cに

ょってなされた。しかし、革命政府は一方では、言語の統一の必要性を強く認

識していた。フランス革命か理想とする「共和国」は一つで不可分であった。

そのため、フランスに存在する特有地域言語およひカ言の統　一は、大革命の不

ロJ分の　部であった。言語統　一派の人々は、アンシャン・レシームにおいて人

多数の閂民が不平等に苦しんだのは、彼らが公用語であるフランス語を知らな

かったためであると碓イ言していた。抑圧された国民が革命の理念である自由、

半等、博愛を貢にウ受するには、フランス語を理解できることが必要不可欠で

あるとl一張した。このような＼丁場をとったのは、連邦主義を退け申火集惟化を

唱えるソヤコハン鬼であった。

革命当時のフランスの言語状訪いこ関しては、アンリ・クレコワール神父の報

告書で明らかになっている。一一1790年8IL　革命政肘にフランス各地の言語状

況調査を委託された神父は全国の教区［」祭に通達を送り、彼らの教区でのフラ

ンス語の使用状況、カ昌、但言の姐醐犬況なとについて調査することを依頼し

た。神父は1790年と1791年に各地の教区から受け取った回答に基つき、『但言

をなくし、フランス語の使川を普遍化する必要性と手段について』月旬叩Ort

S〟r～α　几如eSSよと占e亡Jes m町em dbm由れと乙r Zes pα亡OIS eとdbm乙UerSαJェser
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フランスにおける捺準語形成過程と言語政策に関する　考繋（金）

Jr“聞gedgJαJα乃gUe♪Ⅵ叩エSeと題する報て1rT一指作成し、1794的こ立遮議会

に提出した0この報宮部こよると、当時の人■－2500万人のうち、少なくとも

600万人（主に南郡の農村地域）がフランス語を全く酢さす、他方で別の600万

人がフランス語で充分に会話を行えないことか判明した。また、フランス語を

正しく話せるのは300力人に過さなかった0フランス語を正確に．封ナる者の数

は、さらにもっと少なかったことが容易に推測できる。革命が進めにつれ、連

邦制を支持するソロント派と中央集権i義を唱えるシャコハン派の葛藤が激化

していった0そのことは革命の言語政策にも市大な影轡を及はした。1793勺二、

／【ミまれたはかりの共和国は、内外からの反中命の脅威にさらされることになる。

各地で民衆の不満が噴き出し、拙こウァンテの農民暴動は、⊥党派の扇動によ

り大きな反革命内乱に発展した0革命が督阻こさらされると、パリの中央集権

化傾向か強まり、ンヤコハン派と連邦制を唱えるシロント派との闘争が激しく

なった。目映集樅派であるシャコハン党はフランス錮こよる言語のさらなる統

一を主張し、地力の二拙こ対して嫌悪感をあらわにした。「あなた達は政治的

連邦制を憎んでいる0言柴の連邦制をきっぱりと捨てなさい。．「語は共和国と

同じく単一であるへさであるDJl句〟SdきよeS亡eg～e榊βrα′ェ5mg卯J瑚ue，

αり“regceJu乙血～α乃gαge，JαJαngUedo乙亡き的肌eCOmme～α月如む的UeLり

さらに、シャコハン派は、特仰也域丁，語をフランス巷命を危機に陥れる諸勢力

の象徴と見なしていた0タルプLl個の国民議会議員ハレール（Bar占re）は、

共和歴2年プルヴィオース28■】（1794年1月27「日に軒命議会において「綱領演

説」を行い、次のように述へている。「連邦1義と盲信は低地プルトン。真を話

す。亡命貴族達と共和匝に憎悪を抱く者はトイツ語を話す。反革命はイタリア

語を話し、托信分子はハスク語を話す。椙筈と誤りの手段を打ち砕こう」上e

作d如J乙SmeeとJαSUperS仙0叩αrJenfbαぶ－むre加，～壱mェgrα如meHαた“ne

deJα月さpuあわq〟epαrJemとαJJemmd，JαeO相加イ亘りoh如乃pαrJe比αgエe乃ef

Je伽α亡乙Sme pαrJe bα叩Ue　βrェ80耶作目那加me几乙s de dommαge eと

dかreur■　ハレールが演説の中で述へているトイツ語とイタリア語とは、そ

れぞれアルザス語とコルソカ語のことである。

アンノヤン◆レシームにおいては、フランス語は「lの言▲語」であった。上
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フランスにおける標準語形成遇梓とさ．語政卸こ関する一考察（仝）

は臣卜である庶民運がとのような言糞を使うかについて関心がなかった。王に

とって、フランス語は統治手段の蚕要な要素であり、支配階級とその行政シス

テムがフランス語によって運営されることが重要であった。しかし、フランス

半命で誕生した共和国虻、王から主．樅を掛、国民1滴という新たな概念を創り

出した。国民L億の象徴である共和国では、法はすへての者に平等であり、す

へての者が法を知らなければならない。共和国の法はフランス語によって作成

されており、また革命思想もやはりこの言語で伝播された。亜命政肘にとって

は、言語問題は単なる文化の問題ではなく、重要な政治問題であった。つまり、

フランス語は「土の言語」から「共和国の言語」になった時から、八和国の全

市民達がこの言語を知る義務を持っようになった。「ウィレール・コトレの勅

令」は、司法行政においてフランス語が唯　の公用語であると定めたが、R常

／l活における特有地域言語の使用を制限しなかった。一カ、内外からの脅威に

さらされた「共和国」においては、フランス語が行政ばかりではなく、相、民の

日常生活を含む、すへての領域で唯・の言語として使用されることが重要であっ

た。亜命派にとっては、言語的統　一が国の分裂を阻み、「北和国」の存続と統

一を保障する屯要な手段であった。そのため、革命派は「一共和国、一言語」

の原理の名において言語的抑圧政策を実施していく。共和歴2年テルミトール2

11（1794年7月20日）、フランス語使用の制馴化において極めて重要な政令が可

決された。この政令は、公文吉は言うまでもなく、私署証書でさえもフランス

云吾以外の言語で作成されることを禁じた。この政令に違反した者は禁凹6ヶ月

の刑に処せられると定められていた。け〉言語的統一▲の思想は、革命後に続く総

督政治下においても変わらず、長い間フランスにおける言語政策の基本となっ

た。

3．2　フランス語の普及、学校におけるフランス語教育の導入

フランス革命当時、共和国の大半の国民達がフランス語を解さない状況の中

で、この言語をフランスの隅々にまで普及させるには、学校教育を徹底させる

必要があった。

タレラン（Talleyrand）の提案に従い、立法議会上百gェsJαbue（1791－1849）
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フラノスにおりる標準語形成過和と古語政策に「胴‾る　考察（金）

は1791年10月、フランス語の普及のため、初等教育を発展させることを決定し、

そのため公教育委員会Comェときde肋ぶ汀〟C乙zo乃Puあわq〟eを設立した。この

委員会の任務は各コミェ【ノに学校を作ることであった。コントルセ

（CondorceO　は1792伴の報告で「頁の、I′等の維持のためには、言葉が人々を

二つの階層に分けるのをやめることが重要である」∫∠esHmpOr加とpourJe

mα乙血en de Z壱g誠と∂rきe晦qUeJeJmgαgeCeぶSedes如αrerJeぶんommes

e乃deuェC／α58eSいJと述べている。また、」HLl雁2年プルウィオーズ8日の「ハ

レール報告」を受け、l司Llの政令で特有地方ご語か依然として1要言語となっ

ているすへての県に、フランス語の教帥を10U以内に任命することを決定し

た。■”内1Lと外l七との戦争により国は疲弊し、共不Il脛4咋ブリュメール4日（17

95年10月26日）国民公会は終会を宣言し解散した。亜命は知命に終り、無料初

等教育は革命政肘によって実施に移されはしなかった。この。佃が実現される

には、第一共和制（1871－1940）を杓たねばならなかった。L月⊥政卜の1832

年、教育相ギソー（GulZOt）は汽コミューンに公立学校を設置し初等教育を

実施したが、早命政肘が理想とした無料義務教育ではなく不完全なものであっ

た。フランスは1870年の普仏戦争で敗北し、裟隼5月10日、フランクフルトで

対独講和条約に署名した。この条約によりアルザスとロレ【ヌがトイツに割譲

された。この屈辱的敗」との結果、フランスでは国民紋　の必要性が肖ひ叫ばれ

るようになった。言語と国民の　一致が国の統一のために不・－J欠なものと以前に

増して強調され、公、㍗半枚でのフランス語教台の重要性が再認識された。

「シ′ユール・フェリーは」エ0乙ぶSCOJαエreS deJuJes釣rrッにより、1881年

には無料初等教育、そして、翌年から㌫教性が排除された義務教育が実施され

た0■nJコミューンの学校ではすへての教科がフランス語で教えられ、フランス

語の公認正遵法を学ぶことが重要視された。＝芦校でのフランス語教育は言語

排他的性格を晋ひ、特有地域言語は徹底的に排除された。フランス語以外の手1

語の使用は教室はかりではなく、レクリエーションの時でさえ願しく罰せられ

た。

公立学校におけるフランス語教育は、フルトン語、アルザス語、コルシカ語

なとの特有地域丁．恐はかりでなく、仲．‾1と称される地力のフランス語を排除し、
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7ラ／スにおける標準語形成遇紀と云語政策に閥する一考察（令）

パリの力旨に其つく標準語を全国矧こ徹底的に普及させるのに決定的役割を果

たした。商フランスをはじめとする方言、伸言地域では、標準語使用の強制に

抵抗する様々な動きがあったが、公立数台の発展と共に標準フランス語がフラ

ンス全lにおいて「優樟言語」の地相を碓＼†していった。

4　フランス語の栄光を取り戻す政策

19世紀を通じて標準フランス語が国民の中に急速に普及した。それに伴いカ

口の衰退がますます促進された。その要因として、上記の糾等無料義務教育の

実施以外に次のようなことを挙げることができる。まず、日常年活において、

人々が力［ではなく標準フランス語を必要とする状況が頻繁に／lしたことであ

る。ナポレオン一世により考案され、続く政府によって実行された新しい行政

機構は、人々がア／シャン・レジーム下では接することがなかった公的文どな

とに直に接する機会を増やした。そのことは、彼らの充分なフランス語の知識

を要求した。さらに、人革命時代に導入され、第三八軸制において実施された

成人り律1▲の徴兵制、交通および郵便制度の改善、1832年に敷設が始まる鉄道網

の発達、合い、l的規模の新瀾1の普及、20世紀に入って始まるラノオ放送などは、

人的交流を促し、地方の人々が標準フランス音別こ接する機会を著しく増大させ

た。このことにより、言語の平準化が進んだ。

2011欄己初頭に全国的規模で実施された方言調査の結果、■‖　フランスには方言

や仲言が依然として残っていたか、それらは標準語の影響を多く受けているこ

とが判明した。第＿＿▲次LU界大輔後、それまで国家が実施してきた万言に対する

抑jt政策に刈∃‾る反省から、1951年1月、国上史談会で「テクソンヌ汰」エ0！

8gはOmneが口J決され、その第　条で小等および．呂J等数百で、地域言語の選択

学習が認められた。11■その後、1975年の「ハヒ一法」エ0乙肋わ、1982叶のサ

ウァリー通達C乙rCUJαげeぶαUαけなとによって、学校での地方言語数台が強化

された。このように地域諸掛こ関して比較「畑こ冤容な政策がとられるようになっ

たにもかかわらず、フランスの言語政策は依然としてンヤコハ／主義の性格右

端・ひている。
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フランスにおける把’準語形成適作と∴．】吾郎勘こ閥する　考察（金）

すでに述べたが、フランスでは、言語問題は歴史的に国家的問題であり、か

つ重要な政治問題であった019世紀末頃から、フランス語は以前のような輝き

を失い始め、その膨轡力が次抑こ弱まる0外交語としての地相が根底から揺る

く山来車が起きるのは、2腱紀になってからである。1918年のヴェルサイユ条

約はそれまでの外交慣例を破り、英語とフランス語の二つの言語で作城された。

これはフランスにとって大きな衝撃であり屈辱であった。なぜなら、この出来

事は17世紀からヨーロッパ世界において唯一の外交語であったフランス語が、

その栄光的な地位を英言出こ譲ることを意味していたからである。

この時以来、フランス語を擁護LJ去掛こ普及させ、過去の栄光を取り戻すこ

とが、フランスの言語政策の重要な課題となった。自圧lのJ語が外交譜であり

続けることに、フランスがとれほと同執しているかは、第　次世界大戦終結を

目前にして繰り広げられた外交舞台で明らかになった。1945咋2月のヤルタ会

談をへて、同年4～6月にサノフランンスコで開かれた連合国会議で、国際連合

の創設が討議された際、との云計を組織の公川語と定めるかが問題になった。

当初、第　次世界大戦で最も重安な役割を果たした国々（アメリカ、イギリス、

ソ連）の需吾である、英語とロシア語に加え、使用人口の多いスペイン語が選

ばれた。フランスはこれに強く抗議し精力的な外交努力を行い、中国語と共に

自国の言語を国連の公用語として採用させるのに成功した。11960年代に入り、

アフリカ講座lが独、1を達成し国連に人挙加盟すると、フランスはフランス語憫

諸国と協力し回避での∩回の言語の地位を高めるために缶闘した。現在、フラ

ンス酎英語と英にIl司連とその傘下にある国際機閲において作業言語の地相こ

ある。

2川紀を通じて、フランスは国内外でのフランス語の擁護と普及を重装な国

家的事業と位置つけ、それを美子」するための様々な機構、組織を設立し、それ

らの事業を支えるため∴語に関する諸r去案を作←，てきた。

まず、フランスの言吾政策を実施するために没、上されたtな機構、組鰍こつ

いて述へる。193川、ブリュpノ（Bruno）、テリーウ（Th6rlV。）、トーザ

（Dauzat）なと3人の∩喜吾学者の発案により「フランス語局」（Wce de g。

／αmg“eノmmGαエSeが百貨立されJ■一、1957伸二「フランス語語相馬」Wce血
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フラノスにおける標埜語形成過相と話語政策に関する一考察（金）

uocα比α汀e♪Ⅶ柁αばに改組された。1966年3月には、シャルル●ト●コ‾ル

大統領の強い影響下で、「フランス語の擁護と伝播のための高等委員会」ガαUL

Com往きded的几ぶee d七草PαmS0n de　α　α几gue♪℃柁αばeが政令により創

立され、首相直属の機関となった。この委員会は1973年政令で「フランス語高

等委邑会」肋昆t Comはさde　α　αmgUe♪Ⅶれαばeに改組された。Jl’「高等委員

会」の卜に三つの委員会（CommlSSlOnS）が設けられた。「高等委員会」は

1967叶に「フランス語国際評議会」ComSeエJ　几拍r柁α亡10mαJ de　α　α花gUe

♪α甲乙Se（Cllf）、1972年に「術語の内閣委員会」Comm乙SS乙0乃Sm乙花王S亡きr乙eJJes

de ermれ0kgほを設けた。このうち、後者は最新の科学技術の発展に対応し

フランス語の術語を豊かにすることにより、英語語法の浸食を防きフランス語

を擁護することに大きな注意を払っている。

国際社会でフランス語を擁護し普及させるには、フランス語を使用する諸国

との緊密な協力関係が必要である。これはフランスばかりではなく、フランス

語を公用語もしくは準公用語とするフランス語圏諸国にとっても重要な課題で

あった。ハヒト・プルギパ（チュ二ンア）、ハマ二・ティオリ（ニシェール）、

レオボルト・セタール・サンコール（セネガル）ら3人の大統領の発案により、

独立を達成したアフリカのフランス語圏諸国と旧宗キ国フランスとの協力関係

を維持発展させるため、1960年に「フランス語教育大臣会議」が創設された。

その後、1970年ニソェールの首都ニアメーで開催された国際会議で、フランス

語圏諸国における教育と経済発展のための「文化・技術協力機構」AgemCe de

co叩きrα亡と0托C止血reJJeeと亡ecわれ乙叩eが設立された。さらにこの機構が軸にな

り「フランス語を共fJする諸国の国家・政府首脳会議」Conβre花CeSdes cんe斥

d庖Q e乙de gouuer乃ememとdeS pqyS qγαnt eかα几α5g柁卯rαge川が

開催される。

国家機関以外にも、フランス語の擁護と普及を使命とする民間用体が多く存

在する。その中で最も有名な団体は、1883年にパリで創立されたアリアンス・

フランセースA〃ほれCgダrαmg“Seである。現／この団体は世界130以上の国々

で、フランス語とフラ／スの文化を広掛こ普及するために精力的に活動をおこ

なっている。
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上記の公的および民間諸団体の情動は、言語に関する様々なは律によって支

えられている。1975年12J」3川、「バ・ロリオル法」LoIBas－LaurlOlが国民

議会で全会一致で・■J決された。この日、は商品、サーヒスおよび生産物の呼称、

取引、展小・紹介、広告、便川説明剖尤とでフランス語の使用を義務化した。

さらに、1982年、輸入商品に対してもフランス語使川を義務化する通達が出さ

れた。」’

一国での言語の多様椚（つまり複数の公用語を認める）が主張されるヨ一口ソ

パ的環境の中で、フランスは頑なにフランス語が唯一の公川語であるというシャ

コハン主義的言語政策に糊執している。1992年6ノ」25日、Ik眠議会で「（フラン

ス）共和回の言語はフラノス語である」という　文を憲法＿条に挿入明言己する

ことに関する憲法修正案か提出され可決された。

終わりに

「ウィレール・コトレの勅令」以来、フランスにおける言語問題はフランス

国家の中央集権的性格を反映し、園の統合問題に密接に関連している。フラン

スは言語の異なった民族的諸集団が歴史的に結合して形成されてきた。そのた

めフランス語以外に、ロマンス系の諸言語（オソク語、コルシカ語、カタロニ

ア語なと）と非ロマンス語系諸言語（アルザス語、フルトン語、フラマン語な

と）が長い間共存してきた。しかし、イタリア、スペインなと他のロマンス語

諸岡とは違い、フランスではいかなる特存地域∴紬こも公川語（地域レベル）

の地位が付与されていない。言語の規鞄化はパリの方言を逓準として行われて

きており、言言吾の標準化の過梓で中心となったのはLI】央集権的勢力である。イ

タリア、スペインなと他のロマンス語諮国においては、標準語形成は必ずしも

中央集権的に行われたのではない。

イタリアでは141什紀にフィレンツェを中心とするトスカーナ地方が、経済お

よび文化的妾伸こより、イタリア語史の「主役」を囲っことになる。特に、ダ

ンテ、ペトラルカ、ボッカチオが文学を行ったフィレノツェ方言がイタリア語

のある種の規範となり、その後の「言語問題」Qu紬0mede批Jmg〟αが提
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7ラ／スにおける標準語形成遡僻と云討l政策に関する　考察（企）

起される。ローマ帝国崩壊以来、イタリア半島には統一国家が存布せず小国に

分裂していたため、イタリアの統一が達成された1860年ですら、イタリア語の

「言語問題」は解決されずにいた。19世紀末、マンソ一二の精力的な働きの結

果、首都ローマの方言、もしくはイタリア統一に＋要な役割を果たした北部イ

タリアの万言ではなく、フィレンツェ方言がイタリア共通語の基礎となった。

しかし、イタリアは排他的言語政策を採らず、民族的少数派言語や地方言語に

対して寛大である。イタリア語以外に他の言語（サルジニア語、フランス語、

ドイツ語）が地力の公用語として認められている。

スペインではイへリア半島からイスラム勢力を追放し失地回復のため、700

勺に貞り展開されたレコンキスタ（国土回復運動）で主要な役割を果たし、ス

ペイン統・長成し遂げたカステリア王国の言語（カステリア語）が、カリノア

語、カタロニア語なとの競合喜吾を押しのけ標準語の地位を獲得した。スペイン

では18し吐紀とフランコ統治時代に、中央集権的国家体制が敷かれ少数派講口語

が抑圧された。しかし、1978年憲法はカステリア語をスペイン国家の公用語と

辻めると同時に、カタロニア語、カリソア語、ハスク語なと地域語を地域レヘ

ルで公用語と認めている。

フランス箪命によって「一共和国、一言語」の原則が成立し、フランス語は

今日まで国の統合の象徴となってきた。フランス国家は地域語に対してこれま

で　一貫して排他的立場を甲持してきた。国際社会で英語の影轡力が増大するに

つれ、フラ／スは日出の言語（フランス語）の国際的地位を′、J：る必要性から、

各国文化の独自性を強く主張している。反面、国内においては、地方分権化進

展と共に地域語の振興のための政策を採り始めたが、言語の多様性を認めるに

は育っていない。そのため、フランスはいまだに「地方言語もしくは少数派古

語に関するヨ一口ソパ憲章」Cαrg eUrO〆enneぶUr如　αmgueS rgOmαね5

0U．JnJnOr王と“reSを批准していない。ヨーロッパ統合がさらに進むにつれ、フ

ランスが口らのンヤコハン主義言語政策を「ヨ一口ノバ己治憲苛」に整合させ

る努力が、以前に増して不可避なことになるであろう。
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odles habltantS Ontl■habltudc de slexprlmer en bas－breton，1tallen．

basque et allemand》（cf Seguln，1972，p227）R Anthony LodBe

により引用される。

15）革命以前は教会が初等教育を行っていた。

16）1832叶フランス語の国定11＿占法が制定され、学校におけるフランス語の正

書法教育か車要な課題となる。すへての公共機関は同定正普法に従うこと

が要求されるため、その修得は祉会的地位向上二と密接に関係する。

17）スイスの言語学者シコL一一ル・ソリエロンはエトモン・エトモンの協力を碍
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プラ／スにおける晰「．，酬‡成即【】と川．臣政策に関弓る　考察〔令〕

て、189畔から190岬の問に、フランス語方言凋盃を行い、その調査結果

は190絆から1910年の問に『フランス語言語地凶』として出版される。

18）「テクソンヌ法」は、公庄初等・車等学校で、ノ、スク語、フルトン語、カ

タロニア語、オノク語を週111綱、選択学習することを定めた。習年、こ

れらの地方∴語にアルザス語か追加される。

19）フランス語に公用語の地位を認めるへきかを採決した結果、賀成票が過半

数をわずか　票越えたたけであった。

20）プリューノと詩人のポール・ウァレリーが共同議長に選出された。

21）「高等委員会－1はその後、Commェssmαfg如きmgde～α～α柳e函甲乙Se

に改称し、1989叶には現在の∂塘α細れgきれきrα～ed～αgα嘲e函轡エSe

となる。

22）198昨2月第一同会議がウェルサイユで開かれ41ヶ国（地方政府含む）の

首脳が参加したDヤ杵9月第二lrll会誌がケへノク巾（カナタ・ケへック州）

で開かれ、首脳会議右脚lで聞低することが決定される。200昨秋には第

九回首脳会議かレハノンの首都へイルートで開かれる予足。

23）EU法との関連で、EU加盟国からの商品はその他の国々からの商品とは

区別され淑り扱われるため、この道達の適用範問が縮小される。
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